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費
用
の
一
部
を
給
付
し
ま
す

高
齢
者
の
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
の
施
術
費

　　　　口市
介
護
福
祉
課　

　

高
齢
者
が
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
の
施
術
を
受
け
た
場
合
の

費
用
の
一
部
を
次
の
と
お
り
給
付

し
て
い
ま
す
。

対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当
す
る

人
▼
65
歳
以
上
で
市
の
介
護
保
険
被

保
険
者

▼
施
術
を
開
始
し
た
日
の
要
介
護

状
態
区
分
が
要
支
援
１
以
上
の

の
人

▼
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
人

▼
市
の
指
定
し
た
施
術
所
（
※
）

で
、
お
お
む
ね
週
１
回
の
施
術

を
連
続
で
12
回
受
け
た
人

※

介
護
福
祉
課
ま
た
は
利
用
し

て
い
る
施
術
所
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

対
象
費
用　

施
術
に
要
し
た
施
術

費
お
よ
び
往
診
料
（
医
療
保
険
適

用
外
の
も
の
に
限
る
）

給
付
金
額　

対
象
費
用
の
う
ち
、

最
終
の
施
術
か
ら
遡
っ
て
３
回

分
の
費
用
の
合
計
額
。
た
だ
し
、

上
限
額
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

申
請
方
法　

介
護
福
祉
課
ま
た

は
市
の
指
定
施
術
所
に
あ
る
申

請
書
の
表
面
に
必
要
事
項
を
書

い
て
、
裏
面
に
施
術
所
か
ら
施

術
の
証
明
を
得
た
上
で
、
介
護

保
険
被
保
険
者
証
を
提
示
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先　

介

護
福
祉
課
☎
23-

９
６
６
０
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８
番

地
産
地
消
の
た
め
の
野
菜
を

つ
く
る
生
産
者
を
支
援
し
ま
す

口市
農
林
水
産
課

　

地
産
地
消
を
推
進
す
る
た
め
に
、

市
内
の
学
校
給
食
や
病
院
給
食
な

ど
で
消
費
さ
れ
る
野
菜
を
つ
く
る

市
内
生
産
者
が
、
農
業
用
機
械
の

導
入
や
施
設
の
新
設
な
ど
に
よ
り

生
産
・
出
荷
量
を
増
や
す
場
合
に
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者　

市
内
で
野
菜
の
生
産
と

出
荷
の
実
績
が
あ
る
農
業
者
で
、

次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
人

対象費用
の 区 分

施術 1 回当
たりの上限額

1 年度当た
りの上限額

施 術 費 3,000 円 9,000 円

往 診 料 1,800 円 5,400 円

①
個
人
の
農
業
者

②
生
産
者
グ
ル
ー
プ
や
営
農
組
織

（
法
人
を
含
む
）

助
成
金
額　

①
学
校
給
食
向
け
野
菜
出
荷
の
取

り
組
み
は
、
最
高
２
分
の
１

②	

①
以
外
の
取
り
組
み
（
病
院
給

食
や
「
地
産
地
消
の
店
※
」
へ
の
野

菜
の
出
荷
）
は
、
最
高
４
分
の
１

※「
地
産
地
消
の
店
」　

湖
東
定
住

自
立
圏
地
産
地
消
推
進
協
議
会

が
認
め
た
事
業
者
で
、
地
元
食

材
の
消
費
拡
大
に
協
力
す
る
店

舗
の
こ
と
で
す
。

対
象
事
業
の
期
限　

平
成
29
年
３

月
31
日
㈮

受
付
期
間　

12
月
15
日
㈭
〜
平
成

29
年
１
月
13
日
㈮

そ
の
他　

対
象
者
の
要
件
や
助
成

率
な
ど
、
詳
し
く
は
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
申
込
者
が
多
数
の
場
合

は
、
事
業
の
効
果
が
よ
り
高
い

と
認
め
る
も
の
を
優
先
し
て
採

択
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
林
水
産
課

☎
30-
６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

９
６
７
６
番

平
成
29
年
度

入
札
参
加
申
請
の
受
付

口市
契
約
監
理
室

　

平
成
29
年
度
に
彦
根
市
が
発
注

す
る
「
物
品
供
給
等
」「
そ
の
他
委

託
等
業
務
」「
測
量
・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
業
務
」「
建
設
工
事
」

の
入
札
な
ど
に
参
加
を
希
望
す
る

人
を
対
象
に
、
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
の
受
付
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。

受
付
期
間　

次
の
各
期
間
内
の

月
・
火
・
水
曜
日

▼
物
品
供
給
等　

平
成
29
年
１
月

10
日
㈫
、
同
11
日
㈬

対
象　

新
規
申
請
（
追
加
分
）

の
み
。
中
間
年
の
た
め
、
平

成
28
年
度
に
登
録
し
た
人
は
、

今
回
の
申
請
は
不
要
で
す
。

▼
そ
の
他
委
託
等
業
務　

平
成
29

年
１
月
16
日
㈪
〜
同
24
日
㈫

対
象　

更
新
年
の
た
め
、
登
録

を
希
望
す
る
全
て
の
人
の
申

請
が
必
要
で
す
。

▼
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
業
務　

平
成
29
年
１
月
25
日

㈬
〜
２
月
１
日
㈬

対
象　
「
そ
の
他
委
託
等
業
務
」

と
同
じ　
　

▼
建
設
工
事　

平
成
29
年
２
月
６

日
㈪
〜
同
22
日
㈬

対
象　
「
そ
の
他
委
託
等
業
務
」

と
同
じ　

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
同
11
時

30
分
、
午
後
１
時
〜
同
４
時

受
付
場
所　

契
約
監
理
室（
市
役

所
別
館
２
階
）

申
請
書
な
ど
の
交
付
場
所
・
開
始
日

契
約
監
理
室
の
窓
口　

平
成
29

年
１
月
５
日
㈭

※
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

申
請
方
法　

市
内
・
準
市
内
業
者

は
、

契
約
監
理
室
に
書
類
を

持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

市
外
業
者
（
県
内
・
県
外
業
者
）

は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
限
は
、
各
受
付
期
間
の

最
終
日
（
当
日
消
印
有
効
）
で
す
。

注
意
事
項　

受
付
期
間
内
に
申
請

が
な
い
場
合
は
、
平
成
29
年
度

の
入
札
参
加
資
格
が
得
ら
れ
ま

せ
ん
。
資
格
の
期
限
切
れ
に
伴

う
通
知
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

契
約
監
理
室

（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
１
０
番
、Ｆ
Ａ

Ｘ
22-

１
３
９
７
番
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市立病院救急センター
インフルエンザ検査は行っていません

　市立病院救急センターでは、重症患者の診療
に力を注ぐため、原則としてインフルエンザウ
イルスの感染を確かめる検査は行っていません。
　検査を希望する人は、次の医療機関を利用し
てください。

インフルエンザ検査ができる医療機関
▶︎市立病院内科（総合診）、小児科

診療受付時間　月〜金曜日（祝日を除く）
8：00〜 11：00

▶︎彦根休日急病診療所
診療受付時間　日曜日・祝日・年末年始
10：00〜 18：30

▶︎かかりつけ医（診療所）
問い合わせ先　市立病院医事サービスセンター
☎22-6050（内線1262）、FAX22-6331

平
成
27
年
度

経
営
改
革
の
取
り
組
み

口市
企
画
課

　

彦
根
市
は
、「
持
続
可
能
な
財
政

基
盤
の
確
立
に
向
け
た
今
後
の
取

組
方
針
」
に
基
づ
き
、「
財
政
運
営

の
健
全
化
」、「
歳
入
確
保
策
の
積

極
的
な
展
開
」、「
効
率
的
・
効
果

的
な
行
政
体
制
の
整
備
」
を
三
本

柱
に
「
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の

確
立
」
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
主
な
も
の
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

投
資
事
業
の
精
査
と
債
務
の
適
正

な
管
理

　

計
画
し
た
ま
ま
で
事
業
に
着
手

で
き
て
い
な
い
都
市
計
画
道
路
に

つ
い
て
、
必
要
性
を
再
検
証
し
た

う
え
で
存
続
、計
画
の
見
直
し
、廃

止
を
選
別
す
る
検
討
を
行
い
、
平

成
27
年
度
は
２
路
線
の
廃
止
を
決

定
し
ま
し
た
。

職
員
提
案
に
よ
る
業
務
改
善

　

組
織
の
活
性
化
や
業
務
能
率
の

向
上
を
目
指
す
た
め
、
職
員
が
日

常
業
務
を
遂
行
す
る
上
で
気
付
い

た
こ
と
や
、
よ
り
効
率
的
な
仕
事

の
進
め
方
な
ど
を
職
員
提
案
と
し

て
募
集
し
、
所
属
単
位
で
最
も
成

果
が
期
待
で
き
る
取
り
組
み
を
各

所
属
で
決
定
し
、
実
践
し
ま
し
た
。

自
主
財
源
の
発
掘

　

井
伊
直な

お
す
け弼

公
生
誕
２
０
０
年
祭

の
開
催
に
あ
わ
せ
、
通
常
の
共
通

セ
ッ
ト
券
（
彦
根
城
・
玄
宮
園
・
彦

根
城
博
物
館
）
を
拡
充
、
埋

う
も
れ

木ぎ

舎の
や

・

夢
京
橋
あ
か
り
館
（
ま
ち
な
か
博
物

館
）
も
併
せ
て
周
遊
で
き
る
パ
ス

ポ
ー
ト
券
を
発
売
し
、
歳
入
の
確

保
を
図
り
ま
し
た
。

未
収
金
対
策
の
強
化

　

市
が
保
有
す
る
債
権
に
つ
い
て
、

適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
で
未
収

金
の
縮
減
に
努
め
ま
し
た
。

民
間
活
力
の
活
用

　

障
害
の
あ
る
人
か
ら
の
相
談
件

数
の
増
加
や
、相
談
内
容
の
複
雑
・

専
門
化
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域

で
の
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役
割

を
担
う
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

の
委
託
設
置
と
、
委
託
相
談
支
援

事
業
所
を
拡
充
し
、
相
談
機
関
の

専
門
性
を
高
め
、
体
制
の
充
実
を

図
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
に
は
口
座
振
替
を

彦
根
年
金
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
案
内

書
な
ど
に
よ
り
、
毎
月
の
保
険
料

を
翌
月
の
末
日
ま
で
に
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、

将
来
受
け
取
る「
老
齢
基
礎
年
金
」

の
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
年
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

万
一
の
と
き
に「
障
害
基
礎
年
金
」

や
「
遺
族
基
礎
年
金
」
が
受
け
ら

れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
便
利
で
安
心
な
口
座

振
替
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

口
座
振
替
に
す
る
と
、
毎
月
、
納

め
に
行
く
時
間
と
手
間
が
か
か
ら

ず
便
利
で
安
心
で
す
。

口
座
振
替
の
中
に
は
、
次
の
割

引
の
あ
る
お
得
な
振
替
方
法
も
あ

り
ま
す
。

▼
当
月
末
に
口
座
振
替
す
る
こ
と

に
よ
り
、
月
々
50
円
割
り
引
き

さ
れ
る
「
早
割
制
度
」

▼
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額
が
多

い
「
２
年
前
納
」、「
１
年
前
納
」、

「
半
年
前
納
」

申
し
込
む
に
は
、
口
座
振
替
納

付
申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
（
金
融
機
関
の
届
出
印
）
し
て

近
く
の
年
金
事
務
所
に
持
参
す
る

か
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
口
座

の
あ
る
金
融
機
関
窓
口
で
も
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
２

月
末
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１

４
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
３
番

認知症カフェでほっとひといき
認知症の人やその家族、認知症に関心のある人などが

集まり、語らう場所として市内2か所の認知症カフェが
オープンしています。どなたでも気軽にお越しくださ
い。医療福祉の専門職に相談することもできます。

▶︎HOT カフェんde（ほっとかへんで）元町
開催日時　第1・第3 水曜日	11:00 〜14:30
場所　コーヒーハウス	アップルジャム（元町）
連絡先　コーヒーハウス	アップルジャム☎24-
3326

▶︎HOT カフェんde（ほっとかへんで）銀座
開催日時　第2 月曜日、第4 水曜日	10:00 〜14:30
場所　小さな銀座（銀座町）
連絡先　特定非営利活動法人	喜房会☎26-3135

※開催日時は変更する場合があります。

問い合わせ先　 医療福祉推進課
　☎24-0828、FAX24-5870


